
三菱電機製レーザ加工機を使用されるお客様へ 

『改正フロン排出抑制法へのご対応のお願い』 
 

 
 

１．改正フロン排出抑制法対象機種 

フロンを含む機器すべてが対象となります。 

 レーザ加工機付属の冷却装置・エアドライヤー等のフロンを含む周辺設備 

２．改正フロン排出抑制法の概要 

〇フロンを含む機器を廃却する際にはフロン充填回収業者がフロンを回収した際に発行する引取証明書の写しが必要となり

ます。廃却の際に引取証明書の写しがない場合は廃棄物・リサイクル業者に引き取ってもらえません。 

〇機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます。 

３．フロンを含む機器を使用している際の実施事項 

〇保有する機器の点検を実施してください。 

簡易点検：すべての機器に対して、３ヶ月に１回以上実施。 

 定期点検：第一種特定製品に該当する機器に対して、１年に１回以上、専門業者に委託して実施。 

【点検内容】 

点検種別 対象機器 点検頻度 点検内容 

簡易点検 
エアードライヤー等フロンを

含む機種・冷却装置 

3ヶ月に 

1回以上 

目視確認による、機器の異音・異常振動、外観の損傷・腐食・

錆び・油にじみ、熱交換器の霜付き、など 

定期点検 
圧縮機の定格出力が 

7.5kW以上の冷却装置※ 
1年に 1回以上 

＜有資格者が実施＞ 

①目視確認等 

②間接法：機器の運転状況記録などから判断 

③直接法：発泡液や蛍光材で確認 

※圧縮機の定格出力が 7.5kW以上:簡易点検と定期点検実施要 

空冷式冷却装置 LCU10AIX，15AIX，20AIX，30AIX，5AIF，8AIF，LCU9AIF, 10AIF 

水冷式冷却装置 LCU10WIX，12WIX，20WIX，30WIX，10WIXM，10WIXC, 10WIXP 

旧機種については別途、三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社にお問い合わせください。 

〇点検の記録は機器を設置してから廃棄した後も３年間保存してください 

〇フロン類の充填・回収は、第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。 

〇フロン類の漏えいが見つかった場合、修理無しでのフロン類の充填は禁止です。 

〇年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。（フロン類を CO2換算で漏えい量が 1,000t-CO2以上の場合） 

４．フロンを含む機器を廃棄する際の実施事項 

 〇フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。 

 〇引取証明書（原本）は３年間保存してください。 

〇廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡して下さい。 

※機器廃棄時にフロン回収を実施しなかった場合、即座に刑事罰（50万円以下の罰金）が適用されます。 

５．本件に関する問い合わせ先 

簡易点検や有資格者による定期点検の実施、機器を廃却する際には、当社サービス関連会社である三菱電機メカトロニクスエンジ

ニアリング株式会社、あるいは最寄りの空調メンテナンス業者にご相談頂きますようお願い致します。 

また、機器の管理方法やフロン類の回収等について詳しく知りたい方は、エアコンや冷凍冷蔵機器のメーカやメンテナンス業者、 

都道府県、環境省、経済産業省にお問い合わせいただくか、下記フロン排出抑制法ポータルサイトをご覧ください。 

○フロン排出抑制法ポータルサイト  http://www.env.go.jp/earth/furon/ 

地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類（CFC、HCFC、HFC）の排出抑制のため、業務用のエアコン・冷凍冷蔵器の管理者（所有

者など）には機器及びフロン類の適切な管理が法律で義務付けられています。 

弊社レーザ発振器用冷却装置は、業務用冷凍・冷蔵機器に該当し、圧縮機の定格出力が 7.5ｋW未満のものは簡易点検、7.5ｋW以上のも

のは簡易点検及び定期点検を法律に基づき実施することが必要です。 

また、機器の廃却の際にフロン回収を実施しなかった場合には罰金が科せられます。 
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